
質問 回答

1 ２次審査における調理師について、１名で５チーム分の料理
を再現するのは時間的にハードルが高い可能性があるが、別
途、県が選定する調理師以外の方を提案してもよいか。

２次審査において料理を再現する調理師については、仕様書（案）４（カ）カにおいて「調理師につい
ても県が選定するものとする」としているが、これは１次審査を通過したレシピの内容を勘案し、審査
等の進行に必要な人数の調理師を選定することを想定している。
したがって、１次審査を通過したレシピの内容によっては、調理補助を含め、複数名の調理師を選定す
る可能性がある。
なお、県が選定する調理師以外の者を提案することも可とするが、実際の調理体制は、県の選定する調
理師等と調整の上で決定するものとする。

2 １の場合、レシピの再現を異なる調理師が作ることとなって
もよいか。

前述のとおり複数名の調理師を選定する可能性があるため、結果として１次審査を通過したすべてのレ
シピを同じ調理師が再現しないことも想定される。

3 企画提案書に記載する業務実施体制について、再委託先があ
る場合はその会社の社名は記載はしない方がよいか。

再委託先の事業者名については記載不可とする。
なお、契約書（案）第３条のとおり、業務の全部又は主要な部分について再委託することは原則禁止と
していることに留意すること。

企画提案書について

２次審査の開催準備・運営について
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